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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は、事業主として、安全は、会社経営の基盤であることから、労働

者が安全で健康的に働くことのできる職場づくりを進めます。

１ 安全最優先を一人ひとりに意識付けさせるよう、計画と教育を行い

ます。

２ 予定外行動に対し、常に立止る勇気を持ち、共通意識を持って作業

を再開させます。

３ 体力体調に合わせた人員配置を行い、特に高齢者に負担がかからな

いよう心がけます。

４ 役職年齢を問わず、相互に注意喚起できる職場環境を築きます。

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、行動災害に至る不安全行動

を行わない作業を進めます。

１ 安全最優先の意識を持ち、積極的に安全計画に取り組みます。

２ 常に立止る勇気を持ち、メンバーと安全意識を共有して作業します。

３ 高齢に伴う体力低下を念頭に、作業に取り組みます。

４ 上下関係に関係なく、危険は「危険」と声を上げます。


